
  
○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第 

 
 

号 

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号

三
十

五
条

の
三
の
二
十
二
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基

試
験
研
究
の
用
に

供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和 

年 
 

月 
 

 

日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

山
中 

伸
介 

 
 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則
の

 

第
一
条 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条
に
お
い
て

と
い



 

そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加
え
る

 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

 

第
十
四
条
の
三 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

 

十
一 

 

 

十
一
の
二 

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に
あ
つ
て
は

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す

る

こ
の
条
に
お
い
て

と
い

 

第
十
四
条
の
三 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

 

十
一 

 

 
 

       



 

の
用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

重
要
施
設
の

周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機

以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把
握

当
該

小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又

は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置
で
あ
つ
て
小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近
く
で
あ
つ
て
見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 

十
二

 
 

 

十
九 

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な

事
項

当
該
事
項
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
以
外
の
者
に

知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
管
理

場
合

特

次
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
に
つ
い
て
は

の
範
囲
及
び
業
務
上
知
り
得
る

こ
の
項
に
お
い
て
単
に

り
得
る

指
定
そ
の
他
の
特
定
核
燃
料
物

質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
の
管
理
の
方
法
を
定

漏
え
い
の
防
止
を
図

 

イ 

妨
害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
関
す
る
事
項 

  

          

十
二

 
 

 

十
九 

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な

事
項

当
該
事
項
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
以
外
の
者
に

知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
管
理

場
合

特

次
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
に
つ
い
て
は

の
範
囲
及
び
業
務
上
知
り
得
る

こ
の
項
に
お
い
て
単
に

り
得
る

指
定
そ
の
他
の
特
定
核
燃
料
物

質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
の
管
理
の
方
法
を
定

漏
え
い
の
防
止
を
図

 
イ 
特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す



 

  

 
 

 
 

３ 

第
一
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た

め
に
必
要
な
措
置

第
八
号
ロ

第
十
一
号

の
二
及
び
第
十
八
号
を
除

規
定
を
準
用

場
合
に
お
い

は

と
あ

防
護
区
域
又
は

周
辺
防
護
区
域
及
び

当
該
防
護
区
域

及
び

区
域
及
び

防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域

は

と
あ
る
の
は

は

護
区
域
又
は

当
該
防
護
区
域
又
は
当

び
周
辺
防
護
区
域

及

防
護
区
域
又
は

防
護

び
周
辺
防
護
区
域
内

防
護
区
域
内

防
護
区
域
又
は
周
辺

及
び

る

の
脅
威
に
関

す
る
事
項 

 
 

 
 

３ 

第
一
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た

め
に
必
要
な
措
置

第
八
号
ロ
及
び
第
十
八

号
を
除

規
定
を
準
用

場
合

同
項
第
三
号

は

防
護
区

域
又
は

び

当
該
防
護
区
域
及
び
当
該
立
入
制

び
立
入
制

防
護
区
域
及
び

防
護
区

は

防
護
区
域
又
は

周
辺
防
護
区
域
又
は
当
該

当
該
防
護
区
域
又
は
当
該
立
入
制
限
区
域

び

及
び

は

同
項

び
周
辺
防
護
区
域
内

防
護
区
域
内

防
護
区
域
又
は

と
あ

び
周
辺
防
護
区



  

の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の

 

第
二
条 

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

同
項
第
十
一
号
中

し
く
は

防
護
区
域
内

周
辺
防
護
区
域

防
護
区
域

同
項
第

し
く
は
立
入
制
限
区
域
又
は
施

防
護
区
域
若
し
く
は
立
入
制
限
区
域
又
は

び
立
入
制
限
区
域

と
読
み
替

 

４ 

前
項
に
定

第
一
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置

火
災
等
に
よ
り
見
張

人
の
詰
所
が
使
用
で
き
な
い
場
合

見
張
人
が
見
張
人
の
詰
所
以

外
の
場
所
か
ら
常
時
監
視
を
行

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
二
項
第
十
七
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講

 

 
 

し
く
は

周
辺
防

護
区
域

防
護
区
域

し
く
は
立
入
制
限
区
域
又
は

と
あ
る
の
は

し
く
は
立
入
制
限
区
域
又
は

同
項
第
十
七
号
中

び

と
あ
る
の
は

と
読
み
替

 

４ 

前
項
に
定

第
一
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置

火
災
等
に
よ
り
見
張

人
の
詰
所
が
使
用
で
き
な
い
場
合

見
張
人
が
見
張
人
の
詰
所
以

外
の
場
所
か
ら
常
時
監
視
を
行

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
一
項
第
十
七
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講

 

７ 
 

 
 



  

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

 

第
十
六
条
の
三 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

十
一 

 

十
一
の
二 

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に
あ
つ

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

 

第
十
六
条
の
三 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

 

十
一 

 

 

    



  

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す

る

こ
の
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
お
い

て

用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型

無
人
機

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の

所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に
表

示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置
で
あ
つ
て
小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近
く
で
あ
つ
て
見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

十
二

 
 

二
十
四 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

    

二
十
五

八 
 

          

   

十
二

 
 

二
十
四 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対

す
る

が
行
わ
れ
る

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
適
切
な

を
作
成

 

 
 



  

の

に
関
す
る
規
則
の

 

第
三
条 

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

３ 
 

３ 
 

 
 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 



  

 
第
九
十
一
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 
一 

 

十
一
の
二 

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
防

護
設
備
等
に
対
す
る

こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第
一

項
第
十
七
号
に
お
い
て

用
に
供

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機

を
検
知
し
て
速
や
か
に
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設

置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置

小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近

見
張
人
が
常
時
監

 

第
九
十
一
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 

 

十
一 

 

 

                



   

の

に
関
す
る
規
則
の

 

第
四
条 

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 
十
二

 
 

 

二
十
六 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

    
 

 

３ 
 

  

十
二

 
 

 

二
十
六 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
防
護
設
備
等
に
対
す
る

と
い

が
行

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅

速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

 
 

 

３ 
 

 
 



  

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

 

第
八
十
六
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 

十
一 

 

十
一
の
二 

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す

る

こ
の
条
及
び
第
九
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
に
お

 

第
八
十
六
条 

 

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
に
掲

 

 

十
一 

 

 

       



  

い
て

用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無

人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小

型
無
人
機

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ

の
所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に

表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置

小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近

見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 

十
二

 
 

 

二
十
六 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

     
 

 

３ 
 

           

十
二

 
 

 

二
十
六 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対

す
る
破
壊
行
為

が
行
わ
れ
る

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
適
切
な

を
作
成

 

 
 

 
３ 

 
 

 



   

の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規

則
の

 

第
五
条 
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す

る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

こ
の
条

と
い

標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加

 

改 
 
 

 
 

 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

 

第
十
七
条 

 

 

第
十
七
条 

 



  

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 
一

十
一 

 

十
一
の
二 
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
工
場
又
は
事

業
所
に

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

 

イ 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す
る

妨
害
行
為
又
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く
は
防

護
設
備
等
に
対
す
る

こ
の
条
に
お
い
て

妨
害
破
壊

用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
小
型
無
人
機

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の

禁
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機
を
い

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

有
無
及
び
そ
の
所
在
を
把
握

当
該
小
型
無
人
機
を
検
知
し
て
速
や
か
に
表
示
す
る
機
能

を
有
す
る
設
備
又
は
装
置
を
設
置

 

ロ 

イ
の
設
備
又
は
装
置
を
構
成
す
る
装
置

小
型
無
人
機
の
有

無
及
び
そ
の
所
在
を
表
示

防
護
区
域
内
若
し
く
は
周
辺

防
護
区
域
内
又
は
周
辺
防
護
区
域
の
近

見
張
人
が
常
時
監

視
で
き
る
位
置
に
設
置

 

 

十
二

 
 

 

二
十
六 

妨
害
破
壊
行
為
等
が
行

又
は
行
わ
れ
た

２ 

前
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

に
必
要
な
措
置

次
の
各
号
に
掲

 

 

十
一 

 

 

                

 
 

二
十
六 

特
定
核
燃
料
物
質
の

の
取
扱
い
に
対
す



  

附 

則 

 
 

第
一
条 

こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 
 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

こ
の

条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

第
四
十
三
条
の

の
三
の
二
十
七
第
一

項
又
は
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護
規
定
の
認
可
を
受
け
て
い
る

の
周
辺
地

域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

作
成

 

    
 

 

３ 
 

る
妨
害
行
為
若
し
く
は
特
定
核
燃
料
物
質
が
置
か
れ
て
い
る
施
設
若
し
く

は
防
護
設
備
等
に
対
す
る

と
い

が
行

又
は
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
迅

速
か
つ
確
実
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
計

作
成

 

 
 

３ 
 

 
 



  

項
の
対
象
原
子
力
事
業
所
に
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る

三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
又
は
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

再
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
に
限

次
項
に
お
い
て

に
つ
い
て

法
第
四
十
三
条
の

の
三
の
二
十
七
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
当
該
核
物
質
防
護
規
定
の
変
更
の
認
可

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則

次
項
に
お
い
て

第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
十
一

号
の
二

の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則

次
項

第
十

六
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

に
関
す
る
規
則

次
項

新

第
九
十
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
及
び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の

転
等
に
関
す
る
規
則

第
八
十
六
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
に
掲

げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な

 

２ 

核
物
質
防
護
規
定
認
可
者
に

新
試
験
炉
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の

新
再
処
理
規



  

則
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
の

新
実
用
炉
規
則
第
九
十
一
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
及
び
新
研
開
炉
規

則
第
八
十
六
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の

質
防
護
規
定
認
可
者
が
当
該
期
間
内
に
前
項
の
変
更
の
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合

当
該
申
請
に
つ
い
て
認
可

又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の

は
適
用

 

第
三
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
認
可
を
受
け
て
い
る

者

次
項
に
お
い
て

に

同
条
第
二
項
に
よ
る
実
施
計
画
の
変
更
の

認
可

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則

と
い

第
十
七
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
係

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
申
請

 

２ 

実
施
計
画
認
可
者

新
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
炉
施
設
規
則
第
十
七
条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
の

規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の

が
当
該
期
間
内
に
前
項
の
変

更
の
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合

当
該
申
請
に
つ
い
て
認
可
又
は
認
可
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の

は



  

適
用

 


